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はじめに  

 

八ヶ崎第二小学校は、昭和５２年に創立されました。  

開校後まもなく、八ヶ崎第二小学校保護者会が設立され、当初は、校庭や

施設の整備、植樹、奉仕作業等のほか、廃品回収やバザーの収益をもとに活

動が行われてきました。  

その後、他地区からの転入者も多くなり、保護者会の活動に対してさまざ

まなご意見が寄せられるようになりました。  

手探りで行っていた活動をより安定したものとするため、平成元年に規

約が制定され、平成 2 年度からは会費制へと移行し、会費の徴収が始まり

ました。あわせて文化・広報などの委員会の新設なども行われ、継続的な活

動の基盤が整えられました。  

時代の変化とともに活動内容や運営方法の見直しが行われ、現在では会

員の皆様のご理解とご協力のもと、子どもたちのより良い学校生活を支え

るための活動を行っています。  

スタートから現在に至る迄、保護者会の果たした役割は大きなものであ

ります。そこで、現在の保護者会を皆様に知っていただきたく、ガイドブッ

ク「八二小保護者会のしおり」を作成いたしました。これを参考に、無理の

ない範囲で活動にご協力いただけますと幸いです。会則とあわせてご活用

ください。  

 

 

〔１〕  八二小  保護者会のしくみ  

 

会議のしくみ  

 

総　　　　　会

学 年・学 級
委　員　会

レクリエーション

委　員　会
地　区

委　員　会
特　別

委　員　会

運 営 委 員 会

代 表 委 員 会

※必要に応じて
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保護者会組織図  

 

 

（１）  総  会  

全会員が参加して、直接発言できる貴重な場です。新役員を承認し

て、前年度の活動、会計報告、新年度の活動方針、予算を承認する

保護者会の最高議決機関です。年度初めに定期総会を行います。必

要があれば、臨時総会を開くことができます。  

 

（２）  代表委員会    

会計監査を除く役員と全学級委員及び地区、レクリエーション委

員会の正副委員長とで構成し、総会に次ぐ議決機関として、重要な

役割をもっています。ここで充分に審議し、必要に応じ、総会へ提

案します。  

 

レクリエーション
委　員　長

地　区
委　員　長

特　別
委　員　長

会　　　　　員

学　級　委　員
代　表　者

副委員長 副委員長 副委員長

学　年
委　員

レクリエーション
委　員

地　区
委　員

特　別
委　員

《本部役員》

《
本

部

役

員

》
副会長 書記会計

会長

会計監査

※必要に応じて
※基本は選出なし
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学級懇談会  

 

私たち保護者会の活動は、子どもたちの健全な生活と成長を支えること

を目的としています。  

学級懇談会は、学校行事の一つとして位置づけられていますが、保護者

会にとっても大変大切な場です。先生から学校や学級での子どもたちの

様子を伺うことができる貴重な機会でもあります。必要に応じて保護者

から気になることを共有したり、相談することもできます。子どもたちの

より良い学校生活のためにも、ぜひご参加ください。  

 

〔２〕  各委員の役割  

 

（１）  本部役員・会計監査  

・  本部役員は、会長１名、副会長２名、書記２名、会計２名で、保護者

全般にかかわる仕事を担います。各委員会とともに年度計画を立て、

各活動の指針を示すことも大切な役割です。  

・  会計監査は、活動を見守り、会費が適切に運用されているかを確認  

  し、年度末に監査を行います。  

 

（２）  学級委員  

・  各クラスより１名の学級委員を選びます。  

・  何か気になることや相談したいことがある際には、学級委員へお伝え

ください。必要に応じて本部役員や担任の先生へ共有します。  

・  主な活動内容は、保護者会主催の「八の子まつり」のコーナの企画・

運営となります。その他、必要に応じて学校行事の補助を行います。 

 

（３）  地区委員  

・  計１０地区＋学区外で構成されています。  

・  各地区より１名、計 1０名の委員で構成されています。 (学区外を除く )  

・  子どもたちの校外での生活環境を守り、地域での会員相互の関わり合

いを深める活動が、大切な仕事になります。  

・  校外での生活環境を守るため、必要に応じて、通学路を含めた交通安

全のことや子どもの遊び場などについて話し合い、代表委員会、もし

くは運営委員会へも提案してください。  

・  登校時の交通安全旗振りについて、各地区の保護者へ協力の呼びかけ

や担当の振り分けを行います。  

・  必要に応じて、地域に関する情報共有やパトロール、「八の子まつり」

などの保護者会行事や学校行事の補助を行います。  

 

（４）  レクリエーション委員  

・  保護者会主催の「八の子まつり」の企画・運営を中心に活動します。  

・  八の子まつり全体の運営補助や各コーナーの企画・運営、その他  

必要に応じて学校行事の補助を行います。  
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・  子どもたちが楽しめる活動となるよう、委員同士で協力しながら  

準備を進めます。  

 

 

〔３〕  委員選びについて  

 

・ 子ども１人につき少なくとも１回は引き受けてもらいたいというこ

とから、登録制を実施しています。  

・  子ども１人につき１枚の登録カードを入学時に配付します。  

・  登録カードは６年間保存し、委員を引き受けやすい時期や、それま

での委員経験などを記録しておきます。  

・  登録カードを参考に委員選びを行いますが、基本はあくまでも話し

合いです。それぞれの立場を尊重し、強制的にならないように気を

つけましょう。  

 

 

《他校との交流について》  

 ◎五校連絡会  

根木内小、貝の花小、高木小、栗ヶ沢小、八二小、の近隣五校で、定

期的に情報交換を目的とした連絡会を開催しています。本部役員が主に

出席していますが、他校の活動を知ることによって、我々の保護者会活

動を見つめ直す良い機会となっています。各委員会単位の勉強会も持た

れ、大いに参考にしています。  


